
参

考
２

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号

）
第
十
六
条
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
心
神
喪

失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関

等
に
関
す
る
省
令

（
指
定
医
療
機
関
の
指
定
）



第
一
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
院
の
開
設
者
（
国
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
以
下
「
管
轄
地
方
厚
生
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

二

開
設
者
の
名
称
及
び
住
所

三

管
理
者
の
氏
名

四

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
氏
名
及
び
略
歴

五

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
の
概
要

２

法
第
十
六
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
（
国
を
除
く
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
管
轄
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
名
称
及
び
所
在
地

二

開
設
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所



三

管
理
者
の
氏
名

四

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
氏
名
及
び
略
歴

五

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
の
概
要

六

薬
局
に
あ
っ
て
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
て
い

る
旨

七

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
連
携
し
て
行
う
他
の
指
定
通
院
医
療
機
関
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
指
定
通
院
医
療
機

関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
携
し
て
行
う
医
療
の
内
容
の
概
要

３

法
第
十
六
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観

察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者

（
以
下
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
国
以
外
の
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

管
轄
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

当
該
申
請
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
又
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
介
護
保



険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
事
業

所
（
以
下
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

三

管
理
者
の
氏
名

四

当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
又
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
職
員
の
定
数

五

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
連
携
し
て
行
う
指
定
通
院
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

（
指
定
入
院
医
療
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
二
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
の
基
準
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
医
療
機
関
に
お
け
る
精
神
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
医
療
及
び
保
護
の
体
制
、
当
該
医
療
機

関
の
管
理
運
営
の
状
況
、
当
該
医
療
機
関
の
地
域
に
お
け
る
役
割
等
を
勘
案
し
指
定
入
院
医
療
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
病
院
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

精
神
障
害
の
特
性
に
応
じ
、
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る



態
勢
を
整
え
て
い
る
こ
と
。

三

専
ら
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
に
医
療
を
実
施
す
る
た
め

の
病
棟
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

四

前
号
の
病
棟
に
次
に
掲
げ
る
者
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

イ

医
師

ロ

看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
常
時
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
）

ハ

作
業
療
法
士

ニ

精
神
保
健
福
祉
士

ホ

心
理
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
に
よ
り
、
心
理
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を

行
う
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
臨
床
心
理
技
術
者
」
と
い
う
。
）

（
指
定
通
院
医
療
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
置
い
て
い
る
こ
と
。



イ

看
護
師
又
は
准
看
護
師

ロ

作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
又
は
臨
床
心
理
技
術
者

二

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
精
神
障
害
の
特
性
に
応
じ
、
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
を

適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
態
勢
を
整
え
て
い
る
こ
と
。

三

薬
局
に
あ
っ
て
は
、
当
該
薬
局
が
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
医
療
を
連
携
し
て
行
う
指
定
通
院
医
療
機
関
が
あ

る
こ
と
。

（
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
等
の
際
の
届
出
）

第
四
条

指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
（
国
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
項
及

び
年
月
日
を
、
速
や
か
に
、
管
轄
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

病
院
又
は
診
療
所
に
あ
っ
て
は
第
一
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
若

し
く
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
、
薬
局
に
あ
っ
て
は
同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に

、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
あ
っ
て
は
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。



二

指
定
医
療
機
関
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
又
は
再
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

医
療
法
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
健
康
保

険
法
第
九
十
五
条
、
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
二

条
第
四
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
と
き
。

（
診
療
報
酬
の
請
求
）

第
五
条

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
診
療
報
酬
の
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
指
定
医
療
機
関
は
、
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
医
療
機
関
が
行
っ
た
医
療
に
係
る
診
療
報
酬
を

請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

（
常
時
勤
務
す
る
精
神
保
健
指
定
医
）

第
六
条

法
第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
に
常
時
勤
務
す
る
精
神
保
健
指
定
医
は
、
一
日
に
八
時
間
以
上
、
か
つ

、
一
週
間
に
四
日
以
上
当
該
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
精
神
障
害
の
診
断
又
は
治
療
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
録
の
記
載
事
項
）



第
七
条

法
第
八
十
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
載
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
を
継
続
さ
せ
て
法
に
よ
る
医
療
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う

か
の
判
定
に
係
る
記
載

イ

入
院
後
の
症
状
又
は
状
態
像
の
経
過
の
概
要

ロ

今
後
の
治
療
方
針

二

法
第
九
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
動
の
制
限
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
係
る
記
載

イ

法
第
九
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
保
健
指
定
医
が
必
要
と
認
め
て
行
っ
た
行
動
の
制
限
の
内
容

ロ

当
該
行
動
の
制
限
を
開
始
し
た
年
月
日
及
び
時
刻
並
び
に
解
除
し
た
年
月
日
及
び
時
刻

ハ

当
該
行
動
の
制
限
を
行
っ
た
と
き
の
症
状

三

法
第
百
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
外
出
さ
せ
て
経
過
を
見
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
の
判
定
に
係
る
記
載

イ

入
院
後
の
症
状
又
は
状
態
像
の
経
過
の
概
要

ロ

今
後
の
治
療
方
針



四

法
第
百
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
外
泊
さ
せ
て
経
過
を
見
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
の
判
定
に
係
る
記
載

イ

入
院
後
の
症
状
又
は
状
態
像
の
経
過
の
概
要

ロ

今
後
の
治
療
方
針

五

法
第
百
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
法
に
よ
る
医
療
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
係
る
記
載

入

院
に
よ
ら
な
い
医
療
に
お
け
る
症
状
又
は
状
態
像
の
経
過
の
概
要

六

法
第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
院
を
さ
せ
て
法
に
よ
る
医
療
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
に

係
る
記
載

入
院
に
よ
ら
な
い
医
療
に
お
け
る
症
状
又
は
状
態
像
の
経
過
の
概
要

七

法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
に
よ
ら
な
い
医
療
を
行
う
期
間
を
延
長
し
て
法
に
よ
る
医
療
を
行
う
必
要
が

あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
係
る
記
載

イ

入
院
に
よ
ら
な
い
医
療
に
お
け
る
症
状
又
は
状
態
像
の
経
過
の
概
要

ロ

今
後
の
治
療
方
針

（
処
遇
改
善
の
請
求
）

第
八
条

法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は



第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
院
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
入
院
し
て
い
る
指

定
入
院
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

入
院
対
象
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

請
求
人
が
入
院
対
象
者
本
人
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
入
院
対
象
者
と
の
続
柄

三

入
院
対
象
者
が
入
院
し
て
い
る
指
定
入
院
医
療
機
関
の
名
称

四

必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
理
由

五

請
求
年
月
日

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
名
簿
及
び

同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
名
簿
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
名
簿



及
び
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
名
簿
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
一
条
第
一
項
の
」
を
「
第
二
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
一
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二

条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
令
第
二
条
第
一
項
の
期
間
及
び
程
度
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
」

を
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
条

第
一
項
第
二
号
ハ
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
条
第
一
項
の
」
を
「
第
三
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三

条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
令
第
三
条
第
一
項
の
期
間
及
び
程
度
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ

」
に
改
め
る
。



第
七
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を

「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
医
療
及
び
実
務

の
項
中
「
一
時
間
三
十
分
」
を
「
三
時
間
」
に
、
「
三
時
間
」
を
「
一
時
間
三
十
分
」
に
改
め
る
。


